
 

（別記様式10 状況報告書） 

 

６ 浪 企 第 １ ６ ２ 号   

令和６年５月２０日   

 

 経済産業大臣  殿 

 

 

浪江町長  吉田 栄光 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

福島再生加速化交付金(原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業)(基金)状況報告書 

 

 

上記について、福島再生加速化交付金（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業）（基金）

交付要綱（経済産業省）の規定により関係書類を添えて提出します。 

 

１ 基金保管実績 

（単位：円） 

基金の保有区分 
年度当初保管額 

（Ａ） 

運用益繰入額 

（Ｂ） 

年度内支出額 

（Ｃ） 

年度末保管額 

（Ａ＋Ｂ－Ｃ） 

預金(R5年度) 5,544,188,416 0 900,127,000 4,644,061,416 

合計 5,544,188,416 0 900,127,000 4,644,061,416 

（注）初年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とする。 

 

２ 基金運用実績 

（単位：円） 

基金の保有区分 
運用益 

合計額 
前年度まで 当該年度 翌年度以降（見込） 

預金(R4年度) 249,416 0 0 249,416 

合計 249,416 0 0 249,416 

（注）当該年度以降の運用益については、見込額を記載すること。 

（添付書類） 

１ 地方公共団体の基金条例 

２ 歳入歳出決算（見込）書抄本 
 



○浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金条例

(設置)

第1条 福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25号）第34条第１項に規定する

帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施に要する資金として同条第3項に規定

する帰還・移住等環境整備交付金を積み立てるため、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第241条第1項の規定に基づき、浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金

（以下「基金」という。）を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算で定めると

ころによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えること

ができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この

基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ

る。

(処分)

第6条 基金は、第1条の帰還・移住等環境整備交付金事業等の経費に充てる場合に

限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必

要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金

に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計の歳入歳出予算に計上し、国庫

に返納するものとする。

附 則(平成28年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月16日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日条例第27号)
改正 平成28年3月31日条例第17号 令和3年3月16日条例第8号
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【別紙２】 

地方公共団体歳入歳出決算（見込）書抄本 

 

（地方公共団体の名称：浪江町） 

 

（ 単位： 円） 

歳     入 歳     出 

事    項 金額 事    項 金額 備考 

（款）繰入金 10,543,434,000 （款）商工費 2,339,329,000  

〈項〉基金繰入金 10,454,293,000 （項）商工費 2,339,329,000  

（目）浪江町帰還環境整備交付金基金繰入金 4,316,411,000 （目）企業誘致促進費 1,583,520,000  

   900,127,000 （当該事業分） 900,127,000  

合    計 900,127,000 合    計 900,127,000  

 


